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指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、

議
案
第
１
０
２
号
は
、
春
日
部
市

立
第
９
保
育
所
、
春
日
部
市
立
春

日
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

春
日
部
市
春
日
部
第
２
児
童
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
現
在
の
指
定
管
理

者
の
指
定
期
間
が
満
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
で
す
。

　

指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
に

当
た
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
募
集

要
項
に
基
づ
き
応
募
申
請
の
あ
っ

た
１
団
体
に
つ
い
て
、
指
定
管
理

者
候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
い
て

事
業
計
画
の
内
容
や
事
業
提
案
を

審
査
し
、
平
原
学
園
・
ア
ク
テ
ィ

オ
共
同
事
業
体
を
指
定
す
る
も
の

で
す
。

　

議
案
第
１
０
３
号
は
、
春
日
部

市
立
庄
和
第
１
保
育
所
及
び
春
日

部
市
立
庄
和
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

討
　
論

指
定
管
理
者
制
度
を
や
め
、

市
が
直
接
運
営
す
べ
き
で

あ
る
た
め
反
対
（
日
本
共
産
党
）

　

議
案
第
１
０
２
号
は
、
第
９
保

育
所
と
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

第
２
児
童
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管

理
を
こ
れ
ま
で
ど
お
り
平
原
学

園
・
ア
ク
テ
ィ
オ
共
同
事
業
体
に

指
定
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
第

一
に
、
福
祉
分
野
を
民
間
に
任
せ
、

営
利
の
対
象
に
す
る
こ
と
自
体
が

問
題
で
す
。
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
の

は
、
市
職
員
の
能
力
を
過
小
評
価

し
、
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
で
す
。

第
二
に
、
継
続
性
と
い
う
点
で
も

問
題
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も
継
続

し
て
い
け
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ア
ク
テ
ィ
オ
株
式
会
社
は
、
民
間

企
業
で
す
か
ら
経
営
破
綻
す
る
可

能
性
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
万
が
一
そ
う
な
れ
ば
、
平
原

学
園
の
指
定
も
取
り
消
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
第
三
に
、
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア
を
生
み
出
す
こ
と
が

問
題
で
す
。
指
定
管
理
者
の
最
大

の
目
的
が
経
費
削
減
と
さ
れ
、
そ

れ
が
低
賃
金
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
指
定
管
理

者
制
度
を
や
め
、
市
が
直
接
運
営

指
定
管
理
者
の
指
定
（
５
議
案
）
を
可
決

・
春
日
部
市
立
第
９
保
育
所
、
春
日
部
市
立
春
日
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

及
び
春
日
部
市
春
日
部
第
２
児
童
セ
ン
タ
ー

・
春
日
部
市
立
庄
和
第
１
保
育
所

　

及
び
春
日
部
市
立
庄
和
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

・
春
日
部
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

・
春
日
部
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

・
春
日
部
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

指
定
管
理
者
を
指
定

ー
に
お
け
る
現
在
の
指
定
管
理
者

の
指
定
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
に

伴
い
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
も
の
で
す
。

　

指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
に

当
た
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
募
集

要
項
に
基
づ
き
応
募
申
請
の
あ
っ

た
１
団
体
に
つ
い
て
、
指
定
管
理

者
候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
い
て

事
業
計
画
の
内
容
や
事
業
提
案
を

審
査
し
、
株
式
会
社
コ
ビ
ー
ア
ン

ド
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
を
指
定
す
る
も

の
で
す
。

　

議
案
第
１
０
４
号
か
ら
１
０
６

号
は
、
春
日
部
市
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
に
お
け
る
現
在
の
指
定
管
理

者
の
指
定
期
間
が
満
了
す
る
こ
と

に
伴
い
、
新
た
に
指
定
管
理
者
を

指
定
す
る
も
の
で
す
。
現
在
39
ク

ラ
ブ
あ
る
春
日
部
市
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
を
一
括
で
委
託
し
て
い
ま

す
が
、
次
期
指
定
管
理
者
に
当
た

っ
て
は
、
人
材
の
確
保
な
ど
、
よ

り
一
層
の
運
営
の
安
定
を
図
る
た

め
、
市
内
を
３
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
割
し
、
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
、
Ｂ
ブ
ロ

ッ
ク
、
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
、
そ
れ

ぞ
れ
募
集
し
ま
し
た
。

　

指
定
管
理
者
候
補
者
の
選
定
に

当
た
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
募
集

要
項
に
基
づ
き
応
募
申
請
が
あ
っ

た
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
ぞ
れ
２
団

体
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
候
補

者
選
定
委
員
会
に
お
い
て
書
類
審

査
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実

施
し
、
事
業
計
画
や
提
案
内
容
に

つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
株

式
会
社
ト
ラ
イ
グ
ル
ー
プ
を
春
日

部
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
Ａ
ブ

ロ
ッ
ク
の
指
定
管
理
者
候
補
者
と

し
て
指
定
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
、
Ｃ
ブ
ロ

ッ
ク
の
指
定
管
理
者
候
補
者
の
選

定
に
当
た
っ
て
は
同
様
の
手
続
を

行
っ
た
結
果
、
株
式
会
社
ト
ラ
イ

グ
ル
ー
プ
を
指
定
管
理
者
候
補
者

と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
す
。

　
　
【
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
】

す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
議
案
に
反

対
し
ま
す
。

保
育
所
は
市
が
直
接
責
任
を

持
っ
て
運
営
す
る
こ
と
を

強
く
求
め
反
対
（
日
本
共
産
党
）

　

議
案
第
１
０
３
号
は
、
春
日
部

市
立
庄
和
第
１
保
育
所
及
び
春
日

部
市
立
庄
和
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
を
引
き
続
き
株

式
会
社
コ
ビ
ー
ア
ン
ド
ア
ソ
シ
エ

イ
ツ
に
指
定
す
る
と
い
う
も
の
で

す
。
反
対
す
る
第
一
の
理
由
は
、

継
続
性
の
問
題
で
す
。
事
業
者
が

か
わ
れ
ば
子
供
た
ち
に
か
か
わ
っ

て
い
く
職
員
も
か
わ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
小
さ
な
子
供
た
ち
に
と

っ
て
環
境
の
大
き
な
変
化
は
心
身

の
成
長
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

す
。
第
二
に
、
処
遇
の
問
題
で
す
。

指
定
管
理
者
制
度
の
目
的
の
一
つ

は
経
費
の
削
減
で
す
。
そ
の
た
め

に
人
件
費
を
削
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
官
製
ワ

ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
生
み
出
す
こ
と

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り

も
子
供
た
ち
の
保
育
を
利
益
を
目

的
と
し
た
株
式
会
社
に
託
し
、
安

定
し
て
保
育
に
携
わ
っ
て
も
ら
っ

て
い
る
の
で
す
よ
と
市
が
第
三
者

的
に
発
言
す
る
こ
と
自
体
が
問
題

で
す
。
保
育
所
は
、
市
の
子
供
た

ち
を
育
て
、
豊
か
な
成
長
を
保
証

す
る
場
所
で
す
。
市
が
直
接
責
任

を
持
っ
て
運
営
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
、
こ
の
議
案
に
反
対
し
ま
す
。
生
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
、
安
定
し
た

運
営
が
見
込
ま
れ
る
た
め
賛
成
。

第
１
０
５
号
、
１
０
６
号
も
同
様

の
理
由
に
よ
り
反
対
し
ま
す
。

第
１
０
５
号
及
び
１
０
６
号
に
つ

い
て
も
賛
成
し
ま
す
。

議
案
第
１
０
４
号
、
１
０
５
号
、

１
０
６
号
に
賛
成
し
ま
す
。
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を
持
っ
て
運
営
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
、
こ
の
議
案
に
反
対
し
ま
す
。

よ
り
一
層
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が

期
待
で
き
る
点
と
安
定
し
た
運
営
が

見
込
ま
れ
る
た
め
賛
成
（
新
政
の
会
）

　

議
案
第
１
０
２
号
は
、
指
定
管

理
者
候
補
者
選
定
委
員
会
に
お
い

て
、
書
類
審
査
や
事
業
計
画
書
に

基
づ
く
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

実
施
し
、
厳
正
に
審
査
し
た
結
果
、

平
原
学
園
・
ア
ク
テ
ィ
オ
共
同
事

業
体
を
指
定
管
理
者
候
補
者
に
選

定
し
た
も
の
で
す
。
平
原
学
園
・

ア
ク
テ
ィ
オ
共
同
事
業
体
は
、
今

回
で
３
期
目
の
受
託
と
な
り
ま
す
。

市
が
求
め
る
保
育
内
容
や
子
育
て

サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
を
十
分
に
理

解
し
た
上
で
、
民
間
ノ
ウ
ハ
ウ
を

生
か
し
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
即

し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
自
主

事
業
の
展
開
や
保
護
者
と
の
信
頼

関
係
の
構
築
が
期
待
で
き
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
に
お
い

て
も
こ
れ
ら
の
豊
富
な
運
営
実
績

の
も
と
、
安
定
し
た
運
営
が
見
込

め
る
と
と
も
に
、
よ
り
一
層
の
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
期
待
で
き

る
点
を
評
価
し
賛
成
。
議
案
第
１

０
３
号
も
、
提
案
さ
れ
て
い
る
団

体
、
株
式
会
社
コ
ビ
ー
ア
ン
ド
ア

ソ
シ
エ
イ
ツ
は
、
本
議
案
同
様
、

豊
富
な
運
営
実
績
、
民
間
手
法
を

生
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
、
安
定
し
た

運
営
が
見
込
ま
れ
る
た
め
賛
成
。

市
が
責
任
を
持
っ
て

運
営
す
る
こ
と
を
強
く

求
め
反
対（
日
本
共
産
党
）

　

春
日
部
市
の
学
童
保
育
は
、
一

朝
一
夕
に
で
き
上
が
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
保
護
者
、
指
導
員
を
初

め
と
す
る
地
域
住
民
、
市
民
の
切

実
な
運
動
に
よ
っ
て
で
き
上
が
っ

た
も
の
で
す
。
こ
の
議
案
は
、
来

年
か
ら
５
年
間
、
春
日
部
市
に
縁

も
ゆ
か
り
も
な
い
大
阪
市
の
営
利

を
目
的
と
し
た
株
式
会
社
ト
ラ
イ

グ
ル
ー
プ
に
指
定
管
理
を
指
定
す

る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は

長
年
に
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
ら
れ

て
き
た
市
の
学
童
保
育
を
な
い
が

し
ろ
に
す
る
も
の
で
す
。
学
童
保

育
は
何
よ
り
も
継
続
性
、
安
定
性
、

専
門
性
が
最
も
求
め
ら
れ
る
事
業

で
す
。
学
童
保
育
と
い
う
福
祉
の

根
幹
に
当
た
る
子
育
て
事
業
を
営

利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
に
指

定
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
子

育
て
日
本
一
を
標
榜
す
る
春
日
部

市
の
や
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
供
た
ち
が
安
心
し
て
放
課
後
や

土
曜
日
、
夏
休
み
な
ど
、
豊
か
な

遊
び
や
生
活
が
保
障
で
き
る
よ
う
、

市
が
責
任
を
持
っ
て
運
営
す
る
こ

と
を
強
く
求
め
、
議
案
第
１
０
４

号
に
反
対
し
ま
す
。
な
お
、
議
案

第
１
０
５
号
、
１
０
６
号
も
同
様

の
理
由
に
よ
り
反
対
し
ま
す
。

通
っ
て
い
る
子
供
た
ち
や
保

護
者
が
混
乱
し
な
い
よ
う
強

く
要
望
し
賛
成
（
新
政
の
会
）

　

こ
の
議
案
は
、
指
定
管
理
者
候

補
者
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
厳

正
に
審
査
し
た
結
果
、
株
式
会
社

ト
ラ
イ
グ
ル
ー
プ
を
指
定
管
理
者

候
補
に
選
定
し
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
市
が
求
め
て
い
る
支
援

員
の
確
保
策
が
現
実
的
で
あ
る
こ

と
、
自
主
事
業
や
サ
ー
ビ
ス
向
上

の
た
め
の
方
策
や
管
理
執
行
体
制

が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
利
用
者
の
満
足
度
が
あ
る
良

質
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
期

待
で
き
る
と
の
説
明
も
あ
り
ま
し

た
。

　

今
後
、
執
行
部
に
お
い
て
は
現

在
の
保
育
環
境
に
影
響
が
生
じ
な

い
よ
う
、
必
要
な
支
援
員
が
確
実

に
確
保
さ
れ
、
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
安
定
的
な
運
営
に
役
立
て
、

指
定
管
理
者
の
変
更
に
伴
う
綿
密

な
引
き
継
ぎ
な
ど
十
分
に
留
意
い

た
だ
き
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

と
持
続
性
の
確
保
と
、
何
よ
り
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
わ
れ
て
い

る
子
供
た
ち
や
保
護
者
が
混
乱
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
強
く
要
望
し
、

議
案
第
１
０
４
号
に
賛
成
し
ま
す
。

　

ま
た
、
同
様
の
理
由
で
、
議
案

第
１
０
５
号
及
び
１
０
６
号
に
つ

い
て
も
賛
成
し
ま
す
。

何
よ
り
も
子
ど
も
た
ち
を
第
一

に
考
え
る
こ
と
を
お
願
い
し
賛

成（
前
進
か
す
か
べ
。
未
来
の
会
）

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
を

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
３
ブ
ロ
ッ
ク
に
分

け
て
指
定
し
ま
す
が
、
全
て
に
お

い
て
株
式
会
社
ト
ラ
イ
グ
ル
ー
プ

が
選
定
さ
れ
、
提
案
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
働
い
て
き
た
現

指
導
員
の
雇
用
に
関
し
て
は
、
市

が
決
め
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
指
導

員
が
培
っ
て
き
た
経
験
や
思
い
、

そ
こ
か
ら
来
る
声
に
も
耳
を
傾
け

た
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
意
見
を

付
し
て
賛
成
を
し
ま
す
。
こ
れ
ま

で
指
定
管
理
者
を
担
っ
て
き
た
社

会
福
祉
協
議
会
は
、
純
然
た
る
民

間
企
業
で
は
な
く
、
市
と
近
い
位

置
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ

れ
ま
で
と
違
う
民
間
企
業
が
担
う

上
で
十
分
に
監
督
す
る
立
場
と
し

て
管
理
を
徹
底
い
た
だ
き
、
確
実

に
保
育
の
質
を
確
保
す
る
こ
と
、

現
在
の
指
導
員
の
雇
用
継
続
に
関

し
て
、
次
期
指
定
管
理
者
へ
働
き

か
け
を
行
う
こ
と
、
そ
れ
を
も
っ

て
設
置
者
た
る
市
と
し
て
の
責
任

を
全
う
す
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
子
供
た
ち
を

第
一
に
考
え
る
こ
と
を
お
願
い
し
、

議
案
第
１
０
４
号
、
１
０
５
号
、

１
０
６
号
に
賛
成
し
ま
す
。

指定管理者制度とは
　指定管理者制度は、地方自治体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理について、株式会社をはじめと
した民間事業者などに任せることを可能にした制度です。
　指定管理者が行う施設の管理は、清掃、警備業務といった個々の業務を委託契約で請け負うのではなく、地方
公共団体から委任された施設の管理者として、地方公共団体に代わって管理を行うものです。指定管理者が行う
ことのできる業務の範囲は、施設それぞれの条例で定められ、施設の設置目的に沿った施設運営業務全般を包括
的に行うことも可能です。
　本市では現在、上記の放課後児童クラブや保育所等のほか、ウイングハットや市民武道館などの各体育施設、
庄和総合公園や内牧公園などの各公園、道の駅庄和、各図書館、男女共同参画推進センターや市民活動センター
など５９施設に指定管理者制度を導入し、住民サービスの向上と経費の削減を図っています。
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市長提出議案 （○：賛成　╳：反対）
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　　議　　案　　名　　　 

　 （　）は付託委員会名
審議結果
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議案第 98 号 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正 （総　　務）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第 99 号 手数料条例の一部改正 （建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第100号 環境センター条例の一部改正 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第101号
水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
の一部改正

（建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第102号
指定管理者の指定（市立第９保育所、市立春日部子育て支援
センター及び春日部第２児童センター）

（厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議案第103号
指定管理者の指定（市立庄和第１保育所及び市立庄和子育て
支援センター）

（厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議案第104号 指定管理者の指定（放課後児童クラブＡブロック） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議案第105号 指定管理者の指定（放課後児童クラブＢブロック） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議案第106号 指定管理者の指定（放課後児童クラブＣブロック） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議案第107号 平成30年度一般会計補正予算（第４号） （各委員会）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第108号 平成30年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第109号 平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第110号 平成30年度介護保険特別会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第111号 平成30年度市立看護専門学校特別会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第112号 平成30年度水道事業会計補正予算（第２号） （建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第113号 平成30年度病院事業会計補正予算（第２号） （厚生福祉）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第114号 平成30年度下水道事業会計補正予算（第１号） （建　　設）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第115号 監査委員の選任につき同意を求める［遠藤　眞佐利　氏］ （付託省略）同　　意 ○ ○ ○ ○ ○

議案第116号 教育委員会委員の任命につき同意を求める［岡田　新司　氏］（付託省略）同　　意 ○ ○ ○ ○ ○

議案第117号 旧商工振興センター解体工事請負契約の議決内容の一部変更 （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○

議案第118号 平成30年度一般会計補正予算（第５号） （教育環境）原案可決 ○ ○ ○ ○ ○
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請願第 6 号 酷暑から春日部市民の命と健康を守る対策を求める請願 （厚生福祉）不 採 択 × × × ○ ×

請願第 7 号
憲法改正にあたっての国民合意・慎重審議を国会に対して意
見書上申することを求める請願

（総　　務）不 採 択 × ○ × ○ ×1
○ 1

請願第 8 号 市立小・中学校の体育館にエアコン設置を求める請願 （教育環境）不 採 択 × ○ × ○ ×

議員提出議案 （○：賛成　╳：反対）

議案番号
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新

政
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会

前
進
か
す
か
べ
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属

議第 23 号議案 認知症施策の推進を求める意見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議第 24 号議案 Society5.0時代に向けた学校教育環境の整備を求める意見書 （付託省略）原案可決 ○ ○ ○ × ○

議第 25 号議案 後期高齢者医療の窓口負担の引き上げに反対する意見書 （付託省略）否　　決 × × × ○ ×1
○ 1

議第 26 号議案 くらしも景気も壊す消費税増税の中止を求める意見書 （付託省略）否　　決 × × × ○ ×1
○ 1

議第 27 号議案 春日部市放課後児童クラブの充実を求める決議 （付託省略）否　　決 × ○ × ○ ×

 1 2 月 定 例 会 　 審 議 結 果


